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第１条 （目的）  

     この規定は，ミニバスケットボールの  

       ①競技の公正な運営  

       ②加盟チームの権利と義務の行使  

       ③普及の円滑化・競技力の向上  

       ④（財）栃木県バスケットボール協会に対する組織の明確化のために

栃木県ミニバスケットボール連盟（以下県ミニ連盟という）に加盟

手続きなどを定めることを目的とする。  

     

  注）日本日本日本日本ミニバスケットボールミニバスケットボールミニバスケットボールミニバスケットボール連盟連盟連盟連盟のねらいのねらいのねらいのねらい     

    「チームに所属した子どもに可能な限り多くのゲームに参加させること。」  

    「子どもたちにミニバスケットボールの楽しさを十分に味わわせること。」  

    「各地に広くミニバスケットボールのチームが存在するようはかること。」  

 

第２条 （定義）  

      １、加盟とは１チームが県ミニ連盟に届出てチーム登録されるこ  

        とである。  

      ２、１チームとは  

       ①各地区ミニバスケットボール連盟（以下各地区ミニ連盟という）に

登録  

       ②競技者は１２才以下の小学生児童  

       ③男女別々  

       ④単独で組織されたチームをいう。  

      

  注）単独単独単独単独でででで組織組織組織組織されたされたされたされたチームチームチームチームのののの内容内容内容内容        

  （１）単一学区児童で構成されたチームを原則とする。  

  （２）単一学区児童のみでは活動できない場合のみ近隣の同一条件校との  

     合体（連合）を認める。  

    （３）他学区にチームが普及していない場合等、諸条件が地域によって  

     違いがあるため上記（１）、（２）をそのまま当てはめることがで  

     きない場合も多い。  

     その際、第１条 注）の日本ミニバスケットボール連盟のねらいをもとに加  

     盟の適否を判断する。  

     連合チームの場合の学校別，学年別人数と連合の経緯，適否等に  

     ついて十分考慮されることが望ましい。また，加盟登録は，活動し  

     ているチームを構成している全員を対象としている。  

※ この（１）（２）の理念を礎に（３）の内容も考え，各地区ミニ連盟は  

 県ミニ連盟に登録する。         

 

第３条 （加盟の義務）  

１、県ミニ連盟にて，ミニバスケットボール競技を行うチームは，日本

ミニバスケットボール連盟加盟規定に基づいて栃木県バスケットボ

ール協会及び県ミニ連盟に加盟しなければならない。同時に，県ミ

ニ連盟規約に基づいて加盟しなけれぱならない。 

         さらに，栃木県内のミニバスケットボールチームが円滑に県ミニ 

連盟に加盟できるように，加盟については以下の規定を設ける。 

      ２、各チームは年度の当初（期日は別に定める），各地区ミニ連盟を通 

        して県ミニ連盟に加盟しなければならない。また，年度の途中にお

いて加盟する場合も，各地区ミニ連盟を通して加盟しなければなら

ない。   

第４条 （加盟チームの権利）  

     県ミニ連盟に所定の手続きを経て加盟したチーム，ならびに，そのチーム

に登録した指導者・競技者は，県連盟の主催した大会，講習会などに参加

する権利を得る。  



 

第５条 （加盟チームの義務）  

     加盟チームは別に定める加盟料を県ミニ連盟に納めなければならない。納

入した加盟料は，いかなる理由があっても返還されない。  
 

第６条 （二重登録の禁止）  

     チーム加盟の競技者は１人１チームとし，二重登録を認めない。  
 

第７条 （加盟の申請）  

１、各地区ミニ連盟は，毎年度栃木県ミニバスケットボール連盟総会時  

  までに所属全チームをまとめ，加盟の手続きをしなければならない。

  所定の期日以降における加盟はその年度が終わるまで認められない

  場合がある。  

      ２、各地区ミニ連盟は，県ミニ連盟所定のチーム・指導者・選手登録用

        紙及び加盟届出書に各地区ミニ連盟登録全チーム関して責任をもっ

        て審査し必要事項を記入するとともに，チーム・指導者・選手登録

        用紙及び加盟届出書を期限までに県ミニ連盟に提出する。  

        チーム・指導者・選手登録用紙及び加盟届出書は複写して１部を各

        地区ミニ連盟に保存用として残し，保管すること。  
 

第８条 （加盟の追加変更）  

      １、追加加盟：期日以降新しく結成されたチームは，各地区ミニ連盟よ

        り申請を県ミニ連盟にし，県ミニ連盟の承認を得て加盟することが

        できる。  

      ２、県ミニ連盟の主催する大会におけるチーム・指導者・競技者の追加

変更は，追加変更する代表者会議までとし，各地区ミニ連盟より申

請を県ミニ連盟にし，県ミニ連盟の承認を得て大会に参加できる。  
 

第９条 （競技者の入団・入部）  

      １、 競技者の居住地もしくは通学している学校の学区に登録チームがある場

合，競技者はそのチームに所属するものとする。 

      ２、国・県・私立・各種学校等特定学区を持たない小学校に通学する競技者

は，居住地の学区の登録チームに所属するものとする。 

      ３、学区に登録チームがない場合は，学区が属する地区内の中学校区にある

チーム，または地区内，当該中学校区の隣接する中学校区にあるチーム

に所属することができる。 

      ４、チーム主体校の近隣でない学区に通学したり居住したりしている競技者

が入部を希望してきた場合，必ず所属各地区ミニ連盟に相談すること。 

        各地区ミニ連盟は，理事会等において協議し，入団・入部の可否を決定 

し，県ミニ連盟の承認を得る。 

      ５、競技者から相談を受けた各地区ミニ連盟においては，上記の規定に照ら

し合わせて入部可能な適正チームを紹介する。指導者・保護者同士の暗

黙の了解や勝手な判断で事態を進行させないこと。  

   

第１０条（指導者・競技者の登録変更，移籍）  

１、チームに登録した指導者は，年度内において原則として別のチームに

  登録変更（移籍）することはできない。  

２、チームに登録した競技者は，転居を伴う転校等，やむを得ない場合

  を除いて，原則として別のチームに登録変更することはできない。

  また，転居を伴う転校等やむを得ず登録変更する事情が生じた場合

  は，両チームのチーム代表者は各地区連盟を通して県連盟に事前に

  申請し承認を得るものとする。 

  ただし，上記の理由に当てはまらない移籍に関しては，別途常任理 

        事会で協議する。この場合，必ず各地区連盟を通じて，県ミニ連盟に 

         事前に相談すること。その後状況を判断して，競技者の自宅もしくは通 

         学している学校の近隣のチームへ紹介することもあり得る。（指導者・ 

  保護者同士の暗黙の了解や勝手な判断で事態を進行させないこと。） 

       



３、 近くに登録チームがあるにもかかわらず遠隔地のチームに所属してい 

         る競技者には，自宅もしくは通学している学校の近隣のチームに所属す 

  るように指導する。 

 

第１１条（競技者の年齢制限） 

      １、ミニバスケットボールの選手は「１２歳以下の小学生」である。 

         これを日本の学齢に当てはめ，６年生に相当する年齢までとする。 

    （２００９年度でいえば、１９９７年４月２日～１９９８年４月１日生まれまで） 

２、外国から編入学した児童も上記１，と同様に扱う。 

３、上記の年齢制限を超える選手がいる場合。 

・ 各チームでの練習は自由である。 

・ 練習試合，交歓会，招待試合においては，主催者の判断に委ねる。 

            ・全国大会予選会，県が主催する大会及びそれにつながる各地区ミニ連盟主

催の予選会には出場できない。 

      ・各地区ミニ連盟での公式試合においても出場できない。  

 

第１２条（全国大会・関東大会への出場推薦）  

１、 加盟登録されたチーム構成そのものが５小学校区以上の競技者で構成

されたチームの全国ミニバスケットボール大会への出場推薦をしない。

関東大会，関東大会県予選，県大会予選（各地区大会），県大会には

出場推薦資格がある。全国大会県予選会には，オープン参加として試

合に出場できる。 

       ２、 上記の判断は，５月末日に県ミニ連盟に加盟したチーム加盟届出書を 

送付し，日本ミニバスケットボール連盟に受理された時点で発生する。 

以後，転校・退部等で構成小学校区数が４校以内に減少しても判断は変 

わらない。 

       ３、年度途中の追加登録等で，チームの構成小学校区数が５校以上になった 

時点で全国大会への出場推薦資格を失う。 

 

注）全国大会出場資格を得る上で，大切なのは，単に４学校区以内なら良い 

という訳ではない。チームが合体（連合）しなければならない理由と， 対 

象になる児童（競技者）の生活や活動の基盤がどこにあるかが大切であ 

る。これはルールであると同時に，指導者のモラルとして考える問題で

ある。 

 

第１３条（審査及び違反に対する処分）  

      １、加盟に関する審査は，この規定に基づき各地区ミニ連盟が行い，県

        ミニ連盟の承認を得るものとする。但し承認は期限までに県ミニ連

        盟に送付，送金された時点とする。  

      ２、この規定に違反した加盟チーム・指導者・競技者は，県ミニ連盟常

        任理事会で審議し処罰することがある。  

      ３、処罰は，加盟の取消，一定期間の権利の停止，その他とする。  

 

第１４条（疑義，紛争の解決）  

      この規定に定めていない事項または疑義，紛争が生じた場合は，県ミニ

      連盟常任理事会が処理する。  
 
第１５条（規定の変更）  
      この規定は，理事会出席者の過半数の賛成により変更できる。  

 

付則  ○年度とは，毎年４月１日～翌年３月３１日とする。  

    ○この規定は，平成２１年４月１日より施行する。  

    但し，平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで移行期間を設け，

    平成２２年度より完全施行する。  

○規定第５条の加盟費は，１チーム4,000円とする。    以上 
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